
詳しくは、総合政策課（内線212 ）へどうぞ。 

第
30
回
消
防
出
初
式
写
真
コ
ン
ク
ー
ル
の

表
彰
式
が
、
2
月
3
日（
日
）に
市
防
災
セ
ン

タ
ー
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
 

1
月
6
日（
日
）に
行
わ
れ
た
消
防
出
初
式

の
華
や
か
な
瞬
間
を
カ
メ
ラ
に
収
め
た
32
人

の
方
々
か
ら
72
作
品
の
応
募
が
あ
り
、
審
査

の
結
果
、
市
長
賞
に
は
河
村
道
春
さ
ん
の

「
放
水
　
華
」
が
選
ば
れ
ま
し
た
。
 

入
賞
者
は
次
の
皆
さ
ん
で
す
。（
敬
称
略
） 

推
薦
　
▽
市
長
賞
　
河
村
道
春
（
土
岐

津
町
）
「
放
水
　
華
」
 

特
選
　
▽
市
議
会
議
長
賞
　
長
瀬
操

（
駄
知
町
）
「
消
防
士
」
　
▽
消
防
協

会
長
賞
　
田
中
利
治
（
泉
町
）
「
消
防

出
初
式
」
　
▽
消
防
長
賞
　
加
藤
千

苗
（
泉
町
）
「
土
岐
の
宝
っ
子
た
ち
」 

準
特
選
　
▽
消
防
友
の
会
長
賞
　
安
藤

重
範
（
下
石
町
）
「
指
定
席
」
　
▽
危

険
物
安
全
協
会
長
賞
　
西
尾
勝
利
（
肥

田
町
）
「
大
空
へ
直
立
放
水
」
　
▽
防

火
管
理
者
協
会
長
賞
　
嶋
村
め
ぐ
み

（
可
児
市
）
「
虹
を
か
け
る
フ
ァ
イ

ヤ
ー
マ
ン
」
 

入
選
　
井
野
八
重
子
（
土
岐
津
町
）、

高
木
勝
義
（
瑞
浪
市
）、
清
水
素
塚

（
肥
田
町
）、
土
本
忠
男
（
下
石
町
）、

丹
羽
新
一
郎
（
泉
町
）、
鈴
木
し
げ
子

（
泉
町
）、
武
市
鈴
夫
（
泉
町
）、
伊

藤
輝
頼
（
泉
町
）、
宮
地
秀
晴
（
下
石

町
）、
土
本
伯
文
（
下
石
町
）
 

市
役
所
玄
関
ロ
ビ
ー
 

3
月
5
日（
水
）〜
11
日（
火
） 

セ
ラ
ト
ピ
ア
土
岐
 

3
月
12
日（
水
）〜
19
日（
水
） 

道
の
駅
ど
ん
ぶ
り
会
館
 

3
月
21
日（
金
）〜
27
日（
木
）
 

　　　　　　　　・・・父母の離婚、父親との死別な
どで父親と生計を同じくしていない場合、18歳に達し
た年度末までの児童を監護する母親や、母親に代わっ
て養育している方などを対象に、生活の安定と自立を
助け、お子さんの健やかな成長のために支給する手当
手当の支給月額（平成19年　4　月現在）…児童　1　人に
つき9,850円～41,720円、第　2　子加算5,000円、第　3　子
以降の加算3,000円（児童　1　人につき） 
※請求者本人と、同居の親族（扶養義務者）の所得に
より支給額を決定します（所得限度額を超えると手当
は支給されません）。毎年　8　月の現況届で、前年所得

により支給額の見直しを行います。 
手当の支払方法…　4　月・　8　月・12月に、前月分までを
指定の口座に振り込みます。 
請求方法…戸籍謄本などの必要書類をそろえての申請
となります。事情により必要書類が異なりますので、
福祉課で確認してください。 
請求できない方…平成15年　4　月　1　日時点で離婚などの
支給要件に該当してから　5　年を経過している方、公的
年金などを受給されている方、事実上婚姻関係と同様
の事情にある方　など 

児童扶養手当法の改正により、次の要件に該当する
場合は、　4　月分以降、手当の　2　分の　1　の額が支給停止
の対象となります。 
　手当の支給開始月の初日から起算して　5　年　　手
当の支給要件（離婚など）に該当した月の初日から起
算して　7　年　　　のうち、いずれか早い方を経過し
たとき（平成15年　4　月　1　日時点で該当している方につ
いては、平成15年　4　月　1　日から起算します）。 
※ただし、　3　歳未満の児童を監護する場合は、児童が
　3　歳に達した月の翌月の初日から起算して　5　年を経過
したときとなります。 
支給停止の対象となっても次の条件に該当する場合、
届け出により一部支給停止措置の適用を除外します。 

　就業している場合　　求職活動その他自立に向けた
活動を行っている場合　　受給資格者が一定の障害状
態にある場合　　受給資格者が負傷・疾病などの理由
で就業することが困難な場合　　受給者の監護する児
童または親族が、障害の状態、負傷・疾病、要介護状
態にあることなどの理由で介護を行う必要があり就業
することが困難な場合 
支給停止の対象となる方には、あらかじめ案内と関

係書類を送付いたします。 
・上記　～　の条件に該当する方・・・関係書類を期
限までに提出 

・上記　～　の条件に該当しない方・・・期限までに
福祉課へ来庁 

※以後毎年　8　月に、現況届と併せて関係書類を届け出
ていただくことになります。 


